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植草学園大学研究紀要の発行に関する規程

〔制　定　　平成20年７月16日〕
〔最近改正　平成25年２月20日〕 

（目　　的）
第１条　この規程は，植草学園大学（以下「本学」という。）の研究紀要の発行に関し，必要な事項を定め
ることを目的とする。

（名　　称）
第２条　本学の研究紀要は，「植草学園大学研究紀要」（以下「紀要」という。）と称し，その英語表記は「 

Bulletin of Education and Health Sciences, UEKUSA-GAKUEN University 」とする。

（発　　行）
第３条　紀要は，本学の学術研究活動の成果を内外に広く発信することを目的として，毎年度１回，３月を
定期として発行する。

２　前項の規定にかかわらず，植草学園大学研究委員会（以下「委員会」という。）が特別な理由があると
認めるときは，定期の発行月を変更し，又は臨時に発行することができる。

（投　　稿）
第４条　定期に発行する紀要に投稿しようとする者は，委員会が別に定めるところにより，投稿の申請を行
い，原稿を提出しなければならない。

２　前項の規定にかかわらず，委員会は，特別な理由があると認めるときは，原稿の提出の期間を変更する
ことができる。

３　臨時に発行する紀要に投稿しようとする者は，その都度委員会が定めるところにより，投稿の申請を行
い，原稿を提出しなければならない。

（投 稿 者）
第５条　投稿できる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。
一　本学の教員
二　専任教員の指導又は協力による学外の共同研究者
三　その他委員会が認めた者

（投稿原稿の区分等）
第６条　投稿できる論文の種類及び内容は次のとおりとし，未発表のものに限る。
　一　原著：オリジナルな研究成果をまとめたもの
　二　総説：研究分野の成果をまとめ，研究を展望したもの
　三　短報：研究方法，教材開発，教育実践などを比較的短くまとめたもの
　四　調査報告あるいは資料：調査結果や研究資料をまとめたもの
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　（特集の掲載）
第７条　委員会が設定した場合には，特集テーマによる原稿を掲載できるものとする。特集テーマによる原
稿は，前条の分類に依らない場合も可とする。

（倫理的配慮）
第８条　論文は，倫理的に配慮された内容であり，その旨が本文に明記してあるものとする。

　（原稿の提出） 
第９条　原稿は，「植草学園大学研究紀要執筆要領」に従って作成し，委員会に提出するものとする。
 

　（査読と採否） 
第10条　委員会は，査読者の意見に基づいて審議し，採否あるいは修正意見を投稿者に通知する。 

２ 　投稿者は，修正を求められた場合，指摘された事項について回答あるいは修正し，再提出することがで
きる。 

３　委員会は，原稿が再提出された場合，再度審議する。 

　（著　作　権） 
第11条　紀要に掲載された論文等の著作権は，それぞれの執筆者に帰属する。 

２　論文等の各執筆者は，紀要の電子化・公開に必要な限度においてその権利が本学によって行使されるこ
とを承認するものとする。 

３　投稿にあたっては，前２項の規定を確認のうえ申請するものとする。  

　（別刷等の費用負担） 
第12条　掲載された論文等の別刷は，執筆者負担とし，教員研究費をもって充当することができる。
２　紀要の印刷に特別な経費を要する場合は，原則として執筆者負担とし，教員研究費をもって充当するこ
とができる。

　（庶　　　務）
第13条　紀要の発行に関する庶務は，総務課において処理する。 

　（規程の改廃）
第14条　この規程の改廃は，運営協議会の議を経るものとする。 

　（雑　　　則）
第15条　この規程に定めるもののほか，紀要の発行に関し必要な事項は，委員会が別に定めることができる。
 

　附　則（平成20年７月16日運営協議会承認）
この規程は，平成20年７月16日から施行する。
　附　則（平成25年２月20日運営協議会承認）
この規程は，平成25年２月20日から施行する。


